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                            平成１９年２月１日 

                            規 則 第 １１号 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条

例（平成１９年条例第１６号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき支給す

る管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職の指定） 

第２条 条例第９条第１項に規定する管理又は監督の地位にある職員及び第２項に規

定する管理職手当の月額は、別表のとおりとする。 

２ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職位に係る手当の額は、別表の手当の額に、熊本県後期高齢者

医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１９年条例第１２号）第

２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を、同条第１項に規定する勤

務時間で除した得た数を乗じて得た額とする。 

（併給禁止） 

第３条 別表に掲げる職にある者が、同表の他の職を兼ねるときは、その兼ねる職に

ある者としての受けるべき管理職手当は支給しない。 

（手当の支給） 

第４条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。 

（支給停止） 

第５条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたった次の各号の一に該当

する場合には、管理職手当は支給しない｡ 

（１）出張中又は研修中の場合 

（２）勤務しなかった場合（条例第２７条第１項の場合及び公務上の負傷若しくは疾

病又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項

又は第３項に規定する通勤をいう。）による負傷若しくは疾病により、承認を得

て勤務しなかった場合を除く。） 
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   附 則 

この規則は、公布の日から施行する｡ 

附 則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

別表 

 管理又は監督の地位に

ある職員 
管理職手当額（月額） 

事務局長 
行政職給料表７級３３号給の給料月額に

１００分の１５を乗じて得た額 

事務局次長及び審議員
行政職給料表７級３３号給の給料月額に

１００分の１３を乗じて得た額 

広域連合長の 

事務部局 

課長 
行政職給料表６級３３号給の給料月額に

１００分の１１を乗じて得た額 

議会事務局 事務局長 
行政職給料表７級３３号給の給料月額に

１００分の１３を乗じて得た額 

選挙管理委員会

事務局 
書記長 

行政職給料表６級３３号給の給料月額に

１００分の１１を乗じて得た額 

監査事務局 事務局長 
行政職給料表６級３３号給の給料月額に

１００分の１１を乗じて得た額 

備考 

 管理職手当額の算定において、１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

 

 


